
令和 7 年度工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習

（消防設備士講習）の受講案内
〔申請書受付期間　令和 7年 12 月 15 日（月）～ 23 日（火）〕

高　　　知　　　県
高知県危険物安全協会

　この講習は､ 消防設備士免状の交付を受けている者が受講しなければならない講習､ 消防法
（昭和23年法律第186号）第17条の10の規定による工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習
（消防設備士講習）です｡

1　 講習の日時及び場所

講　習　日 講習区分
会　　　　　　　　　　　場

午前の部（ 9：00 ～11：30）
消防法令関係・建築基準法関係

午後の部（12：30 ～17：00）
工事または整備に関する事項及び効果測定 定員

令和 8年 1月21日㈬ 警報設備 高知県立人権啓発センター
高知市本町 4 丁目 1 番 37 号 同　　　左 110人

令和 8年 1月22日㈭ 消火設備 高知県立人権啓発センター
高知市本町 4 丁目 1 番 37 号 同　　　左 110人

令和 8年 1月23日㈮ 避難設備・
消火器　　

高知県立人権啓発センター
高知市本町 4 丁目 1 番 37 号 同　　　左 110人

（注）災害等により、止むを得ず日程や会場を変更する場合があります。この場合のお知らせは、高知県危機管
理部消防政策課のホームページに掲示しますので、各自で最新の情報をご確認ください。個別に電話での
連絡はできませんので、ご了承ください。変更後の日程や対応についても決定次第、ホームページでお知
らせをしますので、ご確認いただくようお願いします。

★日程変更等のお知らせページはこちら★
【高知県消防政策課　URL＝https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010000/010301】

2 　  講　　習　　時　　間
受　付：午前 8 時30分～午前 8 時50分
講　習：午前 9 時～午後 5 時

3　 講 習 実 施 区 分
講 習 区 分 講習の対象となる消防設備士の種類及び区分

警　  報　  設　  備 第 4類の甲種及び乙種消防設備士並びに第 7類の乙種消防設備士

消　  火　  設　  備 第 1類・第 2類及び第 3類の甲種及び乙種消防設備士

避　 難　 設　 備　・
消　　　 火　　　 器 第 5類の甲種及び乙種消防設備士並びに第 6類の乙種消防設備士

（注）講習区分の特殊設備の講習は高知県では実施していません｡ 甲種特類の免状の交付を受けている方は免
状の交付日をご確認のうえ､ 特殊設備の講習を実施している県外の講習を受講してください｡

4 　  受 講 義 務 者
　消防法施行規則（昭和36年自治省令第 6 号）第33条の17の規定により､ 消防設備士の方々は､ 下記の
⑴及び⑵の期間内に受講する義務があります｡

⑴　　消防設備士免状の交付を受けた日以降における最初の 4 月 1 日から 2 年以内

　当該免状の交付を受けた後に､ 講習区分が同一である免状の交付を受けた場合の受講期限は､ 最初
に免状の交付を受けた日以後における最初の 4 月 1 日から 2 年以内

⑵　　前回の消防設備士講習を受講した日以降における最初の 4 月 1 日から 5 年以内

　講習を受講した後に､ 講習区分が同一である免状の交付を受けた場合の受講期限は､ 講習を受けた
日以後における最初の 4 月 1 日から 5 年以内
★前述の規定により､ 令和 7 年度の受講義務者は､ 具体的には以下に該当する方々です｡

①　令和 5 年度以前に免状の交付を受け､ それ以後に一度も消防設備士講習を受けていない消
防設備士

②　令和 2 年度以前に前回の消防設備士講習を受講した消防設備士

昨年度とは会場、講習時間等が異なりますので、記載事項を必ずご確認ください。



5 　 受 講 申 請 手 続
⑴　受講申請書の請求先

各消防本部又は高知県危険物安全協会
⑵　受講申請書の記入方法
　 ｢講習区分に該当する消防設備士免状｣ 欄については､ 受講する消防設備士免状の種類をすべ
て記入してください｡
講習区分ごとに各 1 枚ずつ申請書を提出してください｡

⑶　写真について
　講習申請日前 6 ヶ月以内に撮影した無帽､ 無背景､ 正面上三分身像の縦 4 ㎝・横 3 ㎝の大きさで枠
なしとし､ 鮮明なもの（裏面に撮影年月日､ 氏名及び年齢を記入してください｡）を各申請書につき
1 枚のり付けしてください｡

⑷　受講手数料
　講習区分ごとに7,000円の高知県収入証紙を受講申請書の手数料貼付欄に貼り付けてください｡
消印・割印等はしないで納入してください。（収入印紙ではありません。ご注意ください。）
（注）申請書の受付時で高知県収入証紙の割印後は､ 特別な理由があると認めた場合を除き､

受講料・提出書類等の返却はできません｡
⑸　受講票（はがき）について
　講習区分ごとに 1 枚ずつ提出してください｡ ※欄以外は記入し､ 受講申請書に添付して提出してく
ださい｡
　申請書を郵送で提出される場合は後述⑹のとおり切手を貼付してください。申請書を協会に直接持
参される場合は、切手の貼付は不要です。

⑹　郵送による申請について
　受講申請書を郵送される方は､ 受講票（はがき）の切手欄に85円切手を貼付し､ 申請書と受講票を
封筒に入れて送付してください｡ 受講票は受付後に返送しますので､ 住所・氏名・郵便番号を正確に
記入してください｡

⑺　受講申請書の受付期間

令和 7年12月15日㈪から12月23日㈫まで（土曜日・日曜日､ 祝日は休みです）
郵送の場合は､ この期間の消印のあるものに限り有効です｡
・受付時間は､ 午前 9 時から午後 5 時までです。
・申請（到着）順に受付します。定員に達した場合は受付できなくなります。
・受付期間の初日までは受付はできません。受付期間の前に到着した申請書は、受付期間の最終日

の受付処理になりますので、ご注意ください。
⑻　受講申請書の提出先

〒780－8570　高知県高知市丸ノ内一丁目 2 番20号　 高知県危機管理部消防政策課内
　　　　　　　高知県危険物安全協会　 TEL 088－823－9099
★複数の講習区分について受講される方は、各講習区分ごとに申請書・受講票の提出が必要です。

6 　講習科目の一部免除について
　一つの区分の講習において全ての講習科目を修了した日の翌日から起算して 6 ヶ月以内に他区分の講習
を受講しようとする場合は、講習科目のうち「消防法令関係・建築基準法関係」についての受講を免除す
ることができます。（効果測定の一部免除はありません。）

　今回の講習日以前 6 ヶ月以内に他県において他区分の消防設備士講習を受講済みにより、講習科目の
一部免除を希望する場合は、免状の表裏をコピーして申請書に添えて提出してください。

7 　消防設備士免状の提出
　講習修了者の消防設備士免状には講習を修了した旨の記載をしますので､ 講習当日免状を持参し､
受付に提出してください｡

8 　その他の事項
⑴　筆記用具を持参してください｡ 参考資料については､ 講習当日に会場で配布します｡
⑵　受講手続その他不明な点については､ 高知県危険物安全協会（TEL　088－823－9099：高知県危機管

理部消防政策課内）へ問い合わせてください｡
⑶　高知県収入証紙は、高知県危険物安全協会（消防政策課内）でも販売しています。
⑷　講習当日に体調の悪い方、感染症等に罹患し治癒していない方は来場をご遠慮ください。
⑸　講習会場に駐車場はありません。また、自転車・バイクの駐輪も禁止となっております。

来場には公共交通機関を御利用いただくか近隣の有料駐車場を御利用ください。
⑹　会場内での飲食・喫煙は禁止となっております。会場内で昼食をとることはできませんの

でご注意ください。

【具体例】今回の講習日程のうち複数の区分を受講する方は、1 日目に全ての受講科目を修了すれば、2
日目以降は午前の部の法令関係科目の受講を免除することができます。


